
高崎市民商品券取扱店様向け　 

商品券換金にあたっての注意事項 

 

商品券が使用されたら 

・商品券裏面の「取扱店舗名」枠に店名を記入、またはスタンプを押印してください。 

・記載する店舗名は、同封した「取扱店証明証」の店名と同じ記載をしてください。 

 

　　　　　　　　　　　　高崎市民商品券　裏面 

    

 

換金手続き 

○換金金融機関について 

・別紙「取次金融機関一覧」に掲載のある金融機関窓口にて、同一金融機関の口座で換金手続きをしてく

ださい。 

 

○換金時に必要なもの 

・使用済み商品券 

・取扱店証明証 

・口座振替依頼書 

・換金先金融機関の通帳 

 

〇注意事項 

・換金時に金融機関に持ち込む商品券枚数については、上限５００枚を目処に手続きをしていただくよ

う、お願いいたします。持込枚数が多い場合、確認手続きに時間がかかる場合があります。可能であれ

ば事前に持ち込み金融機関にご連絡をお願いします。 

・手続き後、概ね１週間～２週間程で指定口座にお振込みとなります。 

・換金手数料等のご負担はありません。商品券の額面の金額がお振込みとなります。 

 

商品券受領後は、必ず登録した

店名もしくはスタンプ等で押印

してください。

○ ×　店



 
群馬銀行 ○×支店 

口座振替依頼書の記載について 

・換金時には口座振替依頼書への記載が必要となります。記載方法は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※修正は出来ません。 

誤記入があった場合、新しい口座振替依頼書を使用してください。 

 

群馬銀行での換金手続きについて 

・換金先の支店（出張所）の口座が必要となります。※異なる支店（出張所）の口座へお振込みすること

はできません。 

口座を開設した支店（出張所）の窓口で手続きをお願いします。 

・換金先の支店（出張所）に対し、別紙「換金資金入金口座届出書（群馬銀行用）」の提出が必要となり

ます。事前に利用予定の支店（出張所）にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

・取扱店証明証の裏面に支店名を記載してください。 

　＜表面＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜裏面＞ 

 

左下に記載する入金額

と同じ金額を記載して

ください。金額に差異

がないよう、確認をし

てください。 

８　　　　４　　　１

請求する商品券枚数と金額を記載してください。

取扱店証明証の右上に

記載されているＮｏを

記載してください。１ ０ ０
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タ カ サ キ 　 　 　 タ ロ ウ

群馬銀行で換金手続きをする場合は、換

金する支店名を記載してください。

た か さ き や


